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株主総会にご出席されない場合

インターネット等又は書面（郵送）によ

り議決権を行使くださいますようお願い

申し上げます。

議決権行使期限

2026年３月26日（木曜日）午後６時まで

開催日時

2026年３月27日（金）

午前11時（午前10時30分開場）

受付：会場３Ｆ（午前10時受付開始）

開催場所

大阪市北区中之島５丁目３番51号

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）３階

議　　案

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役11名選任の件

第４号議案　監査役２名選任の件

　　

第 27 回　定時株主総会

招集ご通知
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株主総会会場ご案内図
　

本年は懇親会の開催は予定しておりませんが、ご来場の株主様へお土産をご用意しております。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



証券コード 2752
2026年３月12日

株 主 各 位
大阪市北区菅原町２番16号 FUJIO BLDG.

株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド グ ル ー プ 本 社

代表取締役社長 藤 尾 政 弘

第２７回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第２７回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知
申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに「第27回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い
申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://fujiogroup.com/ir/news/

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/2752/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「フジオフードグループ本

社」又は「コード」に当社証券コード「2752」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださ
い。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述
のご案内に従って2026年３月26日（木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますよう
お願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2026年３月27日（金曜日）午前11時
（午前10時30分開場）

２．場 所 大阪市北区中之島５丁目３番51号

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）３階

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第27期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第27期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役11名選任の件
監査役２名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛
否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

⑵インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行
使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時
を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたしま
す。

⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人と
して株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要と
なりますのでご了承ください。

⑸議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使
を行う旨とその理由を書面または電磁的方法により当社にご通知ください。

                                                                           

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、
その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
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議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお

願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで

議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示のうえ、ご返送

ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月27日（金曜日）

午前11時（午前10時30分開場）

2026年３月26日（木曜日）

午後６時入力完了分まで

2026年３月26日（木曜日）

午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、２号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３、４号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効

な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後

に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の

表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コードおよびパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインするこ

とができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト

へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが

可能です。
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(
2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

事　業　報　告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の現況

事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等を背景

に、緩やかな回復基調が続きました。一方で、アメリカの政策動向や地政

学的リスク、物価上昇による消費者マインドの低下等、依然として先行き

不透明な状況が続いております。

　外食産業におきましても、人流の回復やインバウンド消費の拡大等によ

り堅調な需要が続いているものの、食材やエネルギー価格、人件費の上昇

等により、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の中、当社グループは「大衆というカテゴリーで日本一

の外食企業になる」という確固たる目標のもと、既存事業の全体的な底上

げを行うための商品開発、業態ごとの販売促進キャンペーン活動、店舗に

おけるサービス力向上を図るための教育・研修体制の強化等を行い、「ま

いどおおきに食堂」、「神楽食堂　串家物語」を中心とした既存中核業態

の経営成績の向上に全社一丸となって取り組みました。

　以上のような結果、当連結会計年度の業績は、売上高319億32百万円

（前年同期比1.9％増）、営業利益７億25百万円（前年同期比40.4％

減）、経常利益５億96百万円（前年同期比42.1％減）、親会社株主に帰属

する当期純利益90百万円（前年同期比80.3％減）となりました。

　また、当社グループ全体で当連結会計年度における新規出店数は20店舗

（国内直営店16店舗、国内ＦＣ店３店舗、海外ＦＣ店１店舗）、当連結会

計年度末の店舗数は702店舗（国内直営店393店舗、国内委託店80店舗、国

内ＦＣ店205店舗、海外直営店５店舗、海外ＦＣ店19店舗）となりまし

た。
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直営店
（国内）

直営店
（海外）

委託店
（国内）

ＦＣ店
（国内）

ＦＣ店
（海外）

合計

まいどおおきに食堂 81 2 25 156 7 271

神楽食堂　串家物語 72 - 4 24 2 102

麺乃庄　つるまる 32 - 14 10 7 63

さち福や 35 - 2 6 2 45

天麩羅　えびのや 29 3 2 3 1 38

その他 144 - 33 6 - 183

合計 393 5 80 205 19 702

業態別店舗数内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：店舗）

事業別の営業の状況は次のとおりであります。

①まいどおおきに食堂事業

　「まいどおおきに食堂」は、家庭で親しまれる日常食である和食を中心
にセルフサービス方式で提供しており、幅広いお客様層の支持を得ており
ます。商品の見直しや調理指導の強化、既存店舗の改装、店舗内経費の効
率的な削減等により、既存店舗の収益力の向上を図り、立地に応じた最適
な店舗運営に努めてまいりました。
　以上の結果、直営部門の売上高は、51億60百万円となりました。

②神楽食堂　串家物語事業

　「神楽食堂　串家物語」は、お客様自身が自由に串メニューを各テーブ
ルで揚げていただくビュッフェスタイルのお店です。串揚げは数十種類の
素材の他にサイドメニューとしてサラダや点心、ごはん類、フルーツ、デ
ザート等をセルフサービス形式で提供しております。季節毎のフェアに加
え、ハロウィンやバレンタイン限定の商品提供やＳＮＳを含めたメディア
活用やコラボ企画等を用いた集客施策を実施いたしました。
　以上の結果、直営部門の売上高は76億12百万円となりました。

③麺乃庄　つるまる事業

　「つるまる」は、あっさりとした関西風のうどんに、色々な種類の天ぷ
らをお客様自身が自由にトッピングしていただく低価格うどん業態です。
オフィス街を中心とした低価格のうどんをご提供させていただく「麺乃庄
つるまる饂飩」、店内で製麺したうどんをご提供させていただく「鶴丸饂
飩本舗」を展開し、幅広いお客様層から変わらぬご支援を頂いておりま
す。新商品の投入による集客施策や原材料高騰分を価格に反映し収益力の
改善を行いました。
　以上の結果、直営部門の売上高は16億94百万円となりました。
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④さち福や事業

　「さち福や」は、『日常食をちょっと贅沢に』をコンセプトに、釜焚き
ご飯と季節の野菜や魚、日替わり小鉢などを取り揃えた和洋定食を提供し
ております。商品の見直しにより原価率を適正にコントロールするととも
に、モバイルオーダー方式の活用によりお客様の利便性向上と運営の効率
化を図りました。
　以上の結果、直営部門の売上高は33億54百万円となりました。

⑤天麩羅　えびのや事業

　「天麩羅　えびのや」は、目の前で揚げる出来立ての天ぷらを手軽に楽
しめる天ぷら専門店です。旬の素材を天ぷらにし、カツオと醤油が香る特
製天つゆで、炊き立てご飯と一緒にお召し上がりいただけます。ご好評頂
いている明太子食べ放題店舗の拡充により集客力向上を図るとともに、適
正人員の配置による管理体制の強化に取り組みました。
　以上の結果、直営部門の売上高は21億８百万円となりました。

⑥その他ブランド事業

　その他ブランド事業につきましては、季節のフルーツをふんだんに使っ
た手作りタルトの専門店「タルト＆カフェ　デリス」、沖縄で50年愛され
ているステーキ＆シーフードレストラン「サムズ」、日本の古き良き文化
を伝える喫茶店であり地域の食卓・憩いの場を提供する「喫茶店　ピノキ
オ」等を展開しております。季節フェアキャンペーンの推進やＳＮＳ等を
活用したブランド認知度の向上、商品開発の強化等を実施し、各ブランド
の業績向上に努めてまいりました。
　以上の結果、直営部門の売上高は104億11百万円となりました。

⑦ＦＣ事業

　ＦＣ事業につきましては、フランチャイズ加盟企業様・社員独立による
営業委託者様とのコミュニケーションを図りながら問題点の洗い出しと解
消を図り、一層の集客と売上の向上を目指しております。
　当事業では、フランチャイズ加盟開発の強化、現在の環境に適した業態
への変更の提案等を行ってまいりました。
　さらなる事業規模拡大に向け、直営店のフランチャイズへの売却や営業
委託を積極的に進め、ストック型のビジネスモデルへの転換を図ってまい
ります。
　以上の結果、売上高は15億90百万円となりました。
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当期 前期
増減

金額
前年同期比

(％)

   まいどおおきに食堂 5,160 5,158 2 100.0

   神楽食堂　串家物語 7,612 7,474 137 101.8

   麺乃庄　つるまる 1,694 1,292 401 131.1

   さち福や 3,354 3,229 124 103.9

   天麩羅　えびのや 2,108 2,106 1 100.1

   その他ブランド 10,411 10,410 0 100.0

 直営事業　計 30,341 29,672 668 102.3

 加盟金売上 173 164 8 105.4

 ロイヤリティ売上 761 725 35 104.9

 イニシャル売上 107 107 △0 99.7

  ランニング売上 548 654 △105 83.9

ＦＣ事業　計 1,590 1,651 △61 96.3

合計 31,932 31,324 607 101.9

（事業の種類別売上）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  （注）１．イニシャル売上は、出店時に必要な店舗設備、備品などの売上であります。

　　　　２．ランニング売上は、店舗運営時に必要な消耗品類などの売上であります。

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度につきましては、主に直営店舗の新規出店に対する設備投

資を実施いたしました。この結果、当連結会計年度における設備投資の総額

は10億16百万円となりました。
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区 分
2022年度
第24期

2023年度
第25期

2024年度
第26期

2025年度
第27期

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 26,530 29,756 31,324 31,932

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △722 296 1,030 596

親会社株主に帰
属する当期純利
益又は親会社株
主に帰属する当
期純損失（△）

(百万円) △3,402 △706 459 90

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 又 は
１ 株 当 た り 当 期
純 損 失 （ △ ）

(円) △77.21 △15.71 10.03 1.76

総 資 産(百万円) 21,529 20,287 26,310 24,429

純 資 産(百万円) 580 1,432 8,578 8,685

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 12.89 31.14 167.30 169.30

(3) 直前３事業年度の財産および損益の状況の推移

　①　企業集団の財産および損益の状況

(注） １. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表記しております。

２. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）および１株当たり純資産額

は小数第３位を四捨五入して表記しております。

３. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期

中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

４. １株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出して

おります。
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区 分
2022年度
第24期

2023年度
第25期

2024年度
第26期

2025年度
第27期

（当事業年度）

営 業 収 入(百万円) 2,368 2,318 2,312 2,315

経 常 利 益(百万円) 191 100 182 121

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）

(百万円) △2,766 △403 528 297

１株当たり当期純利
益又は１株当たり当
期 純 損 失 （ △ ）

(円) △62.77 △8.97 11.55 5.80

総 資 産(百万円) 20,149 19,042 24,834 23,296

純 資 産(百万円) 2,887 4,022 11,219 11,523

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 65.15 88.39 218.95 224.77

　②　当社の財産および損益の状況

(注） １. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表記しております。

２. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）および１株当たり純資産額

は小数第３位を四捨五入して表記しております。

３. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期

中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

４. １株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出して

おります。
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会　社　名 所在地 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社フジオフードシステム 大 阪 市 北 区 1 0 百 万 円 100.0％ 飲食店の運営等

株式会社グレートイースタン 沖縄県沖縄市 1 0 百 万 円 100.0％ 飲食店の運営等

有 限 会 社 暮 布 土 屋 大 阪 市 北 区 3 百 万 円 90.0％ 飲食店の運営等

上海藤尾餐飲管理有限公司 中国上海市 8,427,060人民元 100.0％ 飲食店の運営等

F U J I O  F O O D  S Y S T E M
U . S . A .  C O . ,  L T D .

アメリカ合衆国
ハワイ州

$1,512,077.67 100.0％ 飲食店の運営等

F U J I O  F O O D  S Y S T E M
S I N G A P O R E  P T E . L T D .

シンガポール 4 7 3 百 万 円 100.0％ 飲食店の運営等

(4) 重要な親会社および子会社の状況

 　 ①　親会社との関係

 　　 該当事項はありません。

 　 ②　重要な子会社の状況
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(5) 対処すべき課題

　当社グループは、当面の対処すべき課題として以下のとおり認識し、対策に
取り組んでおります。
①既存店の収益力向上
　当社のグループ成長戦略の実現のためには、既存店の収益力向上が必要不可
欠と認識しております。さらなる収益力向上のため、「凡事徹底」（飲食店と
して当たり前のことを当たり前に行う）を直営店、ＦＣ店の全店共通の合言葉
に、品質・接客・清潔さ（ＱＳＣレベル）の向上を実現し、お客様に喜んでい
ただけるお店作りに邁進し、収益力の向上に努めてまいります。

②ＦＣ加盟店の出店促進と支援体制の強化
　ＦＣ加盟店の出店促進のため、出店候補地の探索支援、研修トレーナーの育
成支援など研修体制の充実を図ります。また出店後についても、支援体制を強
化することでＦＣ加盟店の収益力向上に邁進してまいります。

③時代のニーズに対応した業態の開発
　日常食・大衆食をキーワードに、多様化する消費者のニーズに的確に対応し
た業態をスピーディーに開発し、どの店舗においても良質かつ等質の商品サー
ビスを提供できるようにパッケージ化を進めることが重要であると考えており
ます。当社グループでは、既存業態のブラッシュアップ、新業態の開発を経営
の生命線であると捉え、新業態を適時に開発することで他社との差別化を図っ
てまいります。

④人材の確保とスピーディーかつ良質な人材育成の推進
　さらなる成長に向けて出店を進めていく上で優秀な人材を確保し、お客様に
満足していただけるサービスを提供できる人材に育成していくことは重要な課
題であると認識しております。当社グループは求人・採用活動に注力し、採用
後は人材に対するフォローの充実が重要と考えております。店舗人材のレベル
アップのために様々な店舗運営ノウハウを指導・教育する「階層別研修」を実
施するなど、独自の教育プログラムを展開しております。
　また、社員の自己実現向上のために「夢を持てるキャリアアッププラン制
度」を再構築するなど、人事評価制度のブラッシュアップを図っております。
「夢を持てるキャリアアッププラン制度」には、「独立支援制度」があり、一
定の社内基準に達した方には当社との業務委託の形で店主として独立し、経営
者を目指すコースを用意しております。

⑤メニュー開発・仕入から商品提供までの体制強化
　外食産業には、「食」を直接提供する産業としてレベルの高い安全衛生管理
体制の徹底が求められております。より安全性の高い食材の確保に注力し、安
全と衛生管理を維持しながらも、「手作り感」を大切にしたリーズナブルな価
格の商品を提供できるように体制を強化してまいります。
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　(6) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

　当社グループは、各種業態の飲食店の経営および飲食店フランチャイズ
チェーン本部の経営を主な事業内容としております。

大 阪 本 社 大阪市北区菅原町２番16号　FUJIO BLDG.

東 京 支 社 東京都中央区銀座１丁目21番17号　銀座FUJIO BLDG.

沖 縄 支 社 沖縄県沖縄市山内３丁目28－１

株式会社フジオフードシステム 大阪市北区菅原町２番16号　FUJIO BLDG.

株式会社グレートイースタン 沖 縄 県 沖 縄 市 山 内 ３ 丁 目 2 8 － １

上海藤尾餐飲管理有限公司 中華人民共和国上海市徐匯区零陵路751弄２号

有 限 会 社 暮 布 土 屋 大阪市北区菅原町２番16号　FUJIO BLDG.

F U J I O  F 0 0 D  S Y S T E M
S I N G A P O R E  P T E .  L T D .

24 Peck Street #04-03,
Singapore, 079314

　(7) 主要な事業所等（2025年12月31日現在）

①　主要な事業所

②　主要な子会社
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従業員数 前連結会計年度末比増減数

600名 148名増

従業員数 前事業年度末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

27(４)名 ３名増(２名減) 48.2歳 9.2年

　(8) 従業員の状況（2025年12月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数には、パート・嘱託・派遣は含んでおりません。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は１日８時間で換算した年間の平均人員
を（　　）内に外書きで記載しております。

借 入 先 借入残高（百万円）

株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,472

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,807

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 1,213

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 890

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 842

　(9) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
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③　株主数 112,422名

株 主 名 所有株式数(株） 持 株 比 率 ( % )

有限会社エフエム商業計画 6,810,000 13.28

藤 尾 政 弘 3,100,128 6.05

サ ッ ポ ロ ビ ー ル 株 式 会 社 2,992,800 5.84

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社

2,415,800 4.71

株式会社日本カストディ銀行 1,965,400 3.83

三井住友信託銀行株式会社 1,800,000 3.51

フ ジ オ 取 組 先 持 株 会 1,483,620 2.89

サ ン ト リ ー ビ バ レ ッ ジ
ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社

1,400,000 2.73

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 1,270,400 2.48

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 895,600 1.75

２．会社の現況

　(1)　株式の状況（2025年12月31日現在）

①　発行可能株式総数　　　　　　　　　　　 普通株式　96,000,000株

②　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　 普通株式　51,267,537株

（注）役員向け譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済
株式の総数は25,616株増加しております。

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（74株）を控除して算出しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状

況

　当社は、取締役（社外取締役を除く。）５名および執行役員５名に対し

て譲渡制限付株式の付与のため、2025年５月23日付で普通株式23,551株

を発行いたしました。
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(2)　新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況（2025年12月31日現在）

　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 藤 尾 政 弘

株式会社フジオフードシステム
　 代 表 取 締 役 社 長

株式会社グレートイースタン代表取締役会長

有 限 会 社 暮 布 土 屋 代 表 取 締 役 会 長

上 海 藤 尾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 長

一 般 社 団 法 人 大 阪 外 食 産 業 協 会 相 談 役

一 般 社 団 法 人 食 博 覧 会 協 会 理 事

一般社団法人関西経済同友会幹事

一 般 社 団 法 人 日 本 フ ー ド サ ー ビ ス 協 会 理 事

公 益 財 団 法 人 近 畿 警 察 官 友 の 会 理 事

取 締 役

副 社 長
藤 尾 　 英 雄

経 営 企 画 部 管 掌

株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド シ ス テ ム
　 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員

株式会社グレートイースタン取締役

上 海 藤 尾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事

取 締 役 仁 田 　 英 策

財 務 経 理 本 部 長

株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド シ ス テ ム
　 取 締 役 執 行 役 員
株式会社フジオファーム取締役
株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー取締役

取 締 役 新 井 　 誠

グ ル ー プ 開 発 管 掌

株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド シ ス テ ム
　 取 締 役 執 行 役 員
株式会社グレートイースタン取締役
有限会社暮布土屋代表取締役
上 海 藤 尾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事

 (3)　会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（2025年12月31日現在）
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会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 九鬼 祐一郎 株式会社キムラタン代表取締役

取 締 役 伊 東 　 康 孝

取 締 役 百 瀬 　 裕 規
株 式 会 社 ス タ ジ オ ア リ ス 取 締 役

ベインキャピタル・ジャパン・L L C会長

取 締 役 越 知 　 覚 子

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士

株 式 会 社 ド ウ シ シ ャ 取 締 役

五 條 メ デ ィ カ ル 株 式 会 社 取 締 役

取 締 役 小 郷 　 三 朗 一 般 社 団 法 人 A C C 理 事 長

常 勤 監 査 役 原 　 光 博

株式会社フジオフードシステム監査役

株式会社グレートイースタン監査役

有 限 会 社 暮 布 土 屋 監 査 役

監 査 役 髙 島 　 英 也
株 式 会 社 東 邦 銀 行 取 締 役

学 校 法 人 酪 農 学 園 理 事 長

監 査 役 加 藤 　 善 孝

株式会社Ｐｒｏ Ｃ.Ａ代表取締役社長

株式会社ツインバード取締役

株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行取締役

(注）１.取締役伊東康孝氏、百瀬裕規氏、越知覚子氏、小郷三朗氏は、社外取締役で

あります。

２.監査役原光博氏、髙島英也氏、加藤善孝氏は、社外監査役であります。

３.九鬼祐一郎氏は、非常勤取締役であります。

４.当社は、取締役伊東康孝氏、取締役百瀬裕規氏、取締役越知覚子氏、取締役

小郷三朗氏、監査役原光博氏、監査役髙島英也氏、監査役加藤善孝氏を株式

会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

出ております。

５.取締役越知覚子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の

知見を有するものであります。

６.監査役加藤善孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。

－ 18 －



②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および各社
外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める最低責任
限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しており
ます。
　概要につきましては下記のとおりです。

イ．当該保険契約の被保険者の範囲
　当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および幹部
職従業員

ロ．当該保険契約の内容の概要
　被保険者がその業務につき行った行為（不作為を含む。）に起
因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害
賠償金や争訟費用等を填補されることとなります。ただし、贈収
賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った本人自身の損害等
は補償対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれ
ないようにするための措置を講じております。
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④　取締役および監査役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2020年１月16日に開催した取締役会において、取締役の個
人別の報酬等の決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりで
す。

a.基本方針
当社の取締役（社外取締役は除く）の報酬は、企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬
体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては職責を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針としております。具体的には、「固定報
酬としての基本報酬」、「短期インセンティブ報酬（業績連動報
酬）」および「長期インセンティブ報酬としての非金銭報酬（譲渡制
限付株式）」を構成要素としております。
　また、社外取締役の報酬額については、他社水準等を総合的に勘案
し、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。な
お、監査役の報酬については、監査役の協議によって決定しておりま
す。

b.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責を基本に他社水準等も考慮し
ながら、総合的に勘案し決定しております。

c.業績連動報酬
業績連動報酬（短期インセンティブ報酬）は、当事業年度の業績に対
する達成度を基本とし各指標を基準に評価レベル表に基づき決定して
おります。

d.非金銭報酬等
長期インセンティブとしての非金銭報酬（譲渡制限付株式）は、役
位、職責を基本に総合的に勘案し決定しております。

e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、当社代表取締役に対し、上記の取締役の個人別の報酬等
の決定方針を踏まえて、各取締役の基本報酬の額および社外取締役を
除く各取締役の業績連動報酬および非金銭報酬の評価配分の決定を委
任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に
指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
　なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につ
いて、その内容が上記の当該決定方針と整合していることを確認して
おり、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　また、取締役の報酬等についてその妥当性および客観性・透明性を
確保する観点から、取締役会の諮問機関として、過半数を社外役員に
て構成する「指名・報酬委員会」を設置しております。
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役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）基本報酬
業績連動

報酬

非金銭

報酬等

取締役

（うち社外取締役）

205

（21）

176

（21）

－

（－）

28

（－）

9

（4）

監査役

（うち社外監査役）

14

（14）

14

（14）

－

（－）

－

（－）

3

（3）

合計

（うち社外役員）

219

（36）

191

（36）

－

（－）

28

（－）

12

（7）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

(注）１.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれて

おりません。

２.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ．役

員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事

業年度における交付状況は「２．（1）⑤当事業年度中に職務執行の対価

として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

３.取締役の報酬限度額は、2019年３月27日開催の第20回定時株主総会におい

て年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま

ない。）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数

は、10名（うち、社外取締役は２名）です。また、金銭報酬とは別枠で

2020年３月25日開催の第21回定時株主総会において、株式報酬の限度額と

して年額45百万円以内、株式数の上限を年45,000株以内（社外取締役は付

与対象外）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数

は、９名（うち、社外取締役は２名）です。

４.監査役の報酬限度額は、2017年３月30日開催の第18回定時株主総会におい

て年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査

役の員数は、４名（うち、社外監査役３名）です。

５.取締役会は、当社代表取締役社長藤尾政弘氏に対し、各取締役の基本報酬

の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績

連動報酬および非金銭報酬の評価配分の決定を委任しております。委任し

た理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について

評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がそ

の妥当性等について確認しております。
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⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　　　取締役百瀬裕規氏は、株式会社スタジオアリスの取締役、ベインキャピ

タル・ジャパン・LLCの会長を務めております。当社は当該兼職先との間に

特別な関係はありません。

　　　取締役越知覚子氏は、弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁

護士、株式会社ドウシシャの取締役、五條メディカル株式会社の取締役を

務めております。当社は当該兼職先との間に特別な関係はありません。

　　　取締役小郷三朗氏は、一般社団法人ＡＣＣの理事長を務めております。

当社は当該兼職先との間に特別な関係はありません。

　　　監査役原光博氏は、連結子会社である株式会社フジオフードシステム、

株式会社グレートイースタンおよび有限会社暮布土屋の監査役でありま

す。

　　　監査役髙島英也氏は、株式会社東邦銀行の取締役、学校法人酪農学園の

理事長を務めております。当社は当該兼職先との間に特別な関係はありま

せん。

　　　監査役加藤善孝氏は、株式会社Ｐｒｏ Ｃ.Ａの代表取締役社長、株式会

社ツインバードの取締役、株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行の取締役を務めており

ます。当社は当該兼職先との間に特別な関係はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 お よ び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 伊 東 康 孝

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席い
たしました。主に会社経営者としての豊富な業務経験を活
かし、当該視点から積極的に意見を述べており、特に飲食
業について専門的な立場から助言等を行うなど、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。

取締役 百 瀬 裕 規

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席い
たしました。主に証券会社における豊富な業務経験を活か
し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べてお
り、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

取締役 越 知 覚 子

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席い
たしました。主に弁護士としての専門的見地から、取締役
会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定
の妥当性・適法性・適正性を確保するための適切な役割を
果たしております。

取締役 小 郷 三 朗

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席い
たしました。主に会社経営者としての豊富な経験と幅広い
見識を活かし、取締役会では当該視点から積極的に意見を
述べており、客観的な立場から経営全般に関する適切な助
言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの適切な役割を果たしております。

監査役 原 　 光 博

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席
し、監査役会13回のうち13回に出席いたしました。会社経
営者としての豊富な業務経験から取締役会の意思決定の適
法性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査役会においても適宜、必要な発言を行っておりま
す。

監査役 髙 島 英 也

当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に出席
し、監査役会13回のうち13回に出席いたしました。企業経
営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の
意思決定の適法性・適正性を確保するための発言を行って
おります。また、監査役会においても適宜、必要な発言を
行っております。

監査役 加 藤 善 孝

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席
し、監査役会13回のうち13回に出席いたしました。公認会
計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の適法
性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査役会においても適宜、必要な発言を行っておりま
す。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基
づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が６回ありました。
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区分 報酬額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 40百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ

の他の財産上の利益の合計額
40百万円

(4)　会計監査人の状況

①　名称

　ふじみ監査法人

②　報酬等の額

　（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と
金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　　2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関す
る実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容
および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討し
た結果、会計監査人の報酬等に会社法第399条第１項の同意を行って
おります。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不
再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集され
る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報
告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる
旨の規定を当社定款第42条に定めております。なお、当該契約は締結し
ておりません。
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(5)　業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

①　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社および当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について決

定した基本方針の概要は以下のとおりです。

　なお、当社は持株会社として、事業会社であるグループ会社とグループ経営会議

を定期的に開催することで、各社の状況把握および十分な意思疎通を図っておりま

す。

第１．当社および当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定

款に適合することを確保するための体制

当社および当社グループは、コンプライアンスの基本原則を設け、または次

のとおり定めている。

１．取締役および使用人は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員と

しての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に

行動することが求められる。このような認識に基づき、社会規範、倫理

そして法令などの遵守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との

調和を図る。

２．取締役は、この実践のため経営理念、社是、社訓に従い、企業倫理の遵

守および浸透を率先垂範して行う。

３．当社は、グループコンプライアンス規程等に基づき、当社グループの関

連業務を統括・推進するとともに、当社グループの代表取締役等を構成

員とするグループコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコ

ンプライアンス体制の確立・強化を図る。

４．当社監査役は、監査役会規程および監査役監査基準等に基づき監査役監

査を行う。また、当社監査部は内部監査規程等に基づき内部監査を行

う。

５．当社は、業務執行に関する監督機能の維持・強化のために社外取締役を

選任する。

６．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、

経営理念、社是、社訓の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。

７．当社グループは、従業員等からのコンプライアンスに関する相談および

法令・定款に違反する事実等の通報を受けるために、社内通報制度を整

備して、不正事実およびその可能性を発見し、防止と是正に努める。

８．代表取締役および業務執行を担当する取締役に、使用人に対する危機管

理に係る教育・啓発を行わせる。
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第２．当社および当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制

１．取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る管理規程に基づ

き、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存しかつ管理

する。取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるもの

とする。

２．当社取締役会議長は、情報の保存および管理を監視・監督する責任者

（以下、「統制監視責任者」という。）となる。

３．当社経営企画本部長は、統制監視責任者を補佐する。また、上記１.に定

める文書その他の情報の保存および管理について指導を行うものとし、

それらの作成、保存、管理等は規程管理規程、決裁および稟議規程およ

び情報管理規程その他の社内規程等に基づき行う。

第３．当社および当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１．当社取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現するこ

とを脅かすリスクに対処すべくリスク管理体制の実践的運用を行う。

２．当社社内にグループリスク管理委員会を設置し、当社グループのリスク

管理体制の整備、問題点の把握、必要な見直しおよび危機発生時の対応

を検討し、取締役会に報告する。

３．当社グループの与信・品質管理、安全衛生その他の日常業務に係るリス

ク管理は、それぞれに関する規程、マニュアル、手順書、手続書等に基

づき行う。

４．情報セキュリティに係るリスク管理は、ＩＴ化等により重要度が増す情

報・システム管理に対応するために、管理・バックアップ体制等を必要

に応じて見直す。

５．災害・事故その他の経営に係る緊急事態に対しては、発生時に代表取締

役指揮の下、迅速な対応を行うとともに、損害の拡大を防止する。

６．当社監査部は、内部監査において損失の危険を発見した場合は、内部監

査規程等に基づき、当該部門の長に通告するとともに、直ちに代表取締

役他関連部署に報告する。

第４．当社および当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制

１．当社は、グループ中期経営計画および年度計画に基づき、進捗管理を行

い目標達成のための施策を実施する。

２．取締役会は、原則毎月１回開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。

３．社内諸規程を整備し、職務分掌および職務権限を明確にし、適時適切な

報告体制を整備する。
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第５．当社グループ各社における業務の適正を確保するための体制および職務の執

行にかかる事項の当社への報告に関する体制

当社グループの業務の適正を確保するため、代表取締役および業務執行を担

当する取締役は、社会規範に照らし経営方針に沿って適正に運営されている

ことを確認する体制とする。

１．グループ各社の事業運営、リスク管理体制等については、担当取締役

が、総合的に助言・指導を行う。

２．定期的にグループ経営会議を開催し、グループ各社が業務執行状況の報

告を行うほか、グループ各社について当社で担当執行役員を定め、当該

担当執行役員が各社と一定の重要事項について協議、情報交換等を行う

ことを通じて、当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向

上を図る。

３．関係会社管理規程に基づき、グループ各社の経営に関する管理を行う。

４．当社グループとして業務の適正を確保するため、代表取締役および業務

執行を担当する取締役は、社会規範に照らしグループ各社が経営方針に

沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。

第６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項、監査役の補助を行う使用人の取締役からの独立性に関

する事項

１．当社および当社グループは、当社の規模から、当面、監査役の職務を補

助すべき使用人を置かない。

２．使用人は監査役から調査の委嘱を受け、監査役の職務を補助するものと

する。

第７．監査役の第６．の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

１．必要に応じて使用人が監査役（会）事務局業務および監査役の職務の補

助を行うこととし、監査役の使用人に対する指揮命令に関し、取締役以

下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底す

る。

２．取締役および従業員は、監査役が行う監査に積極的に協力する。

３．監査役は、その独自の計画・スケジュールに基づき、監査部と緊密な連

携を保ちながら、監査対象とする部門の長および従業員と面談できる。

４．監査役は、代表取締役、当社の監査法人それぞれとの間で、随時に会合

をもち意見交換を行う。
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第８．取締役および使用人が監査役に報告するための体制、当社の子会社の取締役

および使用人等が監査役に報告をするための体制、監査役へ報告をした者が

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

１．監査役は、取締役会、グループ経営会議、その他重要と監査役が判断す

る会議に出席できる。

２．監査役からその職務執行に関する事項の説明を求められた場合、および

コンプライアンス違反事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行

う。また、使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、

一切行わない。

３．当社は当社グループ内外に窓口を置く内部通報制度を設け、法令違反等

を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じない

ことを確保する。

４．当社グループの取締役および使用人は、以下の事項について、発見次第

速やかに監査役または監査役会に対し報告を行う。

①当社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上ま

たは財務上の諸問題

②その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

第９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事

項

１．当社は、監査役から、その職務の執行について必要な費用の請求を受け

た場合は、速やかに当該費用の支払いを行う。

２．当社は、監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、

公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど

必要な監査費用を認める。

第１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．常勤監査役は、取締役および使用人から、重要事項について、常に報告

を受け、また調査を必要とする場合には経営企画本部に要請して、監査

が効率的に行われる体制とする。

２．当社は、特に財務上の問題については、会計監査人との面談の場を年４

回程度持ち、問題点につき協議する。このような体制で、監査がより実

効的に行われることを確保する。

第１１．財務報告の信頼性を確保するための体制

１．取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役を適切に監督

する。

２．代表取締役は、健全に行われている当社グループの個々の業務に十分配

慮しつつ本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システムの整備

運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体

制の維持・向上を図る。
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第１２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備体制

１．基本的な考え方

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのい

かなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する。

２．整備状況

コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する行動指針を定

め、使用人全員に周知徹底する。

②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間（当事業年度の
末日から遡って１か年）における実施状況は次のとおりであります。

第１．法令・定款への適合を確保するための体制
　法令順守、高度の倫理観・価値観を遵守のうえ公正かつ適切な経営の実
現と醸成のため、当社各取締役会後に時間を設け、社内のコンプライアン
ス委員会より活動実績と今後の方針の共有・啓蒙活動を実施いたしまし
た。

第２．損失の危険の管理に関する体制
　当社における与信・品質管理、安全衛生その他日常業務におけるリスク
管理のため、関係する規程、マニュアル等を再度確認のうえ、それらの周
知徹底と手順・手続の流れ等について確認させるため、店長を始めとする
当社従業員に対して教育を実施いたしました。

第３．効率的な職務執行を確保するための体制
　当社は取締役会を毎月１回開催することで機会を逸することのない効率
的な職務執行を確保し、また取締役会の前日には適宜、グループ経営会議
を実施することで、幹部にタイムリーな情報を共有し勘案したうえで効率
的な活動が行えるようにいたしました。

第４．企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、当社と子会社間の情報の伝達・報告や業務の有効な範囲におい
てＩＴを活用するとともに、子会社において検討すべき事案が発生したと
きは直ちに当社関係部署に内容を共有することで、企業集団における経営
の健全性、業務の適正性を確保する体制を構築いたしました。

第５．監査役の実効的な監査を確保するための体制
　当社監査役は、代表取締役社長、会計監査人、監査部、法務室と定期的
に意見交換の場を持ったほか、コンプライアンス委員会を始めとする各種
社内委員会に出席し、内部統制に関する状況の把握に努めました。
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（2025年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金　　額 科 目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

棚 卸 資 産

前 払 費 用

預 け 金

信 託 受 益 権

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

工 具 器 具 備 品

建 設 仮 勘 定

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

13,450

7,981

655

196

262

1,353

2,700

200

103

△1

10,979

4,669

3,510

290

58

740

69

1,225

1,171

53

5,085

417

160

35

3,441

1,220

△190
　

流 動 負 債 8,483

買 掛 金 1,611

一年内返済予定の長期借入金 3,570

未 払 金 1,480

未 払 費 用 612

未 払 法 人 税 等 87

未 払 消 費 税 等 208

資 産 除 去 債 務 22

賞 与 引 当 金 3

株 主 優 待 引 当 金 500

そ の 他 383

固 定 負 債 7,261

長 期 借 入 金 5,200

リ ー ス 債 務 64

資 産 除 去 債 務 1,082

繰 延 税 金 負 債 173

預 り 保 証 金 222

持分法適用に伴う負債 492

債務保証損失引当金 18

そ の 他 5

負 債 合 計 15,744

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,484

資 本 金 5,971

資 本 剰 余 金 5,149

利 益 剰 余 金 △2,636

自 己 株 式 △0

その他の包括利益累計額 194

その他有価証券評価差額金 106

為替換算調整勘定 87

非 支 配 株 主 持 分 6

純 資 産 合 計 8,685

資 産 合 計 24,429 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,429

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

科 目 金　　　　　額

売 上 高 31,932

売 上 原 価 11,310

売 上 総 利 益 20,622

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,896

営 業 利 益 725

営 業 外 収 益

受 取 利 息 15

受 取 配 当 金 15

受 取 補 償 金 16

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 15

そ の 他 77 140

営 業 外 費 用

支 払 利 息 183

支 払 手 数 料 8

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 29

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 0

そ の 他 48 270

経 常 利 益 596

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2

受 取 立 退 料 47

固 定 資 産 受 贈 益 26

投 資 有 価 証 券 売 却 益 35 111

特 別 損 失

店 舗 解 約 損 33

固 定 資 産 除 却 損 4

減 損 損 失 436 474

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 233

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 170

法 人 税 等 調 整 額 △26 143

当 期 純 利 益 90

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 0

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 90

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 5,956 6,661 △4,151 △0 8,466

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 15 15 － － 30

剰余金（その他資本
剰 余 金 ） の 配 当

－ △102 － － △102

欠 損 填 補 － △1,424 1,424 － －

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

－ － 90 － 90

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － －

当連結会計年度変動額合計 15 △1,511 1,515 － 18

当連結会計年度末残高 5,971 5,149 △2,636 △0 8,484

その他の包括利益累計額

非支配株主
持 分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 27 78 106 6 8,578

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 － － － － 30

剰余金（その他資本
剰 余 金 ） の 配 当

－ － － － △102

欠 損 填 補 － － － － －

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

－ － － － 90

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

78 9 88 △0 88

当連結会計年度変動額合計 78 9 88 △0 106

当連結会計年度末残高 106 87 194 6 8,685

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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・持分法を適用した非連結子会社数２社

連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ４社
・主要な連結子会社の名称 株式会社フジオフードシステム

株式会社グレートイースタン
有限会社暮布土屋
上海藤尾餐飲管理有限公司

(2) 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 FUJIO FOOD SYSTEM U.S.A. CO., LTD.

FUJIO FOOD SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD.
FUJIO FOOD SYSTEM FRANCHISING, INC.
株式会社フジオファーム
株式会社フジオチャイルド
株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資
産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼさないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 FUJIO FOOD SYSTEM U.S.A. CO., LTD.
FUJIO FOOD SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD.

・持分法を適用した関連会社数 ２社
・主要な会社等の名称 株式会社博多ふくいち

美樂食餐飲股份有限公司

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 FUJIO FOOD SYSTEM FRANCHISING, INC.

株式会社フジオファーム
株式会社フジオチャイルド
株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー

・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社はいずれも小規
模であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、
かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲
から除外しております。
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① 有形固定資産

　(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社

は定額法を採用しております。

ただし、当社は、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物及び構築物　　２～50年

　　工具器具備品　　　２～20年

② 無形固定資産

　(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。

(3) 持分法適用手続きに関する特記事項

　持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の事業

年度に係る計算書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社グレートイースタン及び有限会社暮布土屋の決算日は９月

30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、

連結決算日との間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と同一であります。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 　その他有価証券

　・市場価格のない株式等

　　以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

　・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

なお、国内連結子会社は、主として総平均法による原

価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見

込額のうち当連結会計年度の負担すべき金額を計上

しております。

③ 株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると

見込まれる額を合理的に見積り計上しております。

④ 債務保証損失引当金 関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を

計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

① 直営店売上
・直営店に来店する顧客からの注文に基づき飲食サービスを提供し、対価を受領した時

点で収益を認識しております。
② フランチャイズ加盟店向け売上

・フランチャイズ加盟金
フランチャイズ契約時に一括して対価を受領し、当該対価を契約負債として認識し
ております。フランチャイズ契約は、店舗運営のノウハウを一定の期間にわたりフ
ランチャイズ店へ提供するものであるため、当該一定の期間にわたり収益を認識し
ております。

・フランチャイズ加盟企業への食材等の販売
食材等をフランチャイズ店に引き渡した時点で収益を認識しております。

・ロイヤリティ収入
フランチャイズ店の売上高の発生に応じて収益を認識しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しておりま
す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入利息

③ ヘッジ方針 借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的に
のみ取引を限定する方針であります。

④ ヘッジの有効性評価の方法 当社の行っている金利スワップ取引は、その全てが
特例処理の要件を満たしているため、その判定をも
ってヘッジ有効性評価の判定に代えております。

(6) のれんの償却に関する事項
のれんの償却方法及び償却期間 その効果が発現すると見積られる期間で均等償却して

おります。
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会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとお

りであります。

１．直営店舗に係る固定資産の減損

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産　4,669百万円

減損損失　　　　436百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　当社グループは、主に飲食店の直営事業を営んでおり、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを行っております。

　資産グループごとに営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている場合や

退店の意思決定を行った店舗等を減損の兆候があるものとしております。

　減損の兆候がある店舗については、資産グループから得られる割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識の要否を判定しております。

　判定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上しております。

　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、店舗の売上高、売上

原価率、人件費、店舗家賃等の将来予測であります。

　これらの見積りにおいて用いた仮定が経営環境の変化等により見直しが必要となった

場合には、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。

２．株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　1,160百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　当社グループは株式会社グレートイースタンの全株式を取得した企業買収により発生

したのれんの未償却残高を連結貸借対照表に計上しています。

　のれんの評価は、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」等に基づいており、減損の兆候が認められる場合には、資産グルー

プ（のれんを含むより大きな単位）から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額

と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識要否を判定しております。

　割引前将来キャッシュ・フローは、当連結会計年度実績値を基礎として見積期間の店

舗数や原価率等の変動を見込んで算定しております。そのため、今後の事業環境の変化

等により、見積りに用いた値を著しく下回る事象が生じた場合や、翌連結会計年度の店

舗数や原価率等が実績と大幅に乖離した場合は、翌連結会計年度の連結計算書類に影響

を与える可能性があります。

　なお、主としてのれんを含む資産グループの営業活動から生ずる損益が継続的にマイ

ナスになった場合や経営環境の著しい悪化があった場合等に減損の兆候があるものと判

断しており、当連結会計年度においては、のれんについて減損の兆候は認識されていま

せん。
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敷金・保証金 40百万円

合　計 40百万円

株式会社フジオファーム ３百万円

株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー 190百万円

合　計 193百万円

商品 55百万円

原材料 133百万円

貯蔵品 6百万円

合　計 196百万円

連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

　担保債務はありませんが、担保に供している資産は以下のとおりです。

２．保証債務

　金融機関の借入の保証

３．有形固定資産の減価償却累計額　　18,029百万円

上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４．棚卸資産の内訳

５．財務制限条項

　当社は、2024年９月25日付で株式会社りそな銀行をアレンジャーとする、既存取引

行６行によるタームローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限

条項が付されております。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を

前年同期比75％以上に維持する。

(2) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常利益が２期連続

して損失とならないようにする。

上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。
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当 連 結 会 計 年 度

期 首 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末

株 式 数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 51,241,921 25,616 － 51,267,537

合 計 51,241,921 25,616 － 51,267,537

当 連 結 会 計 年 度

期 首 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末

株 式 数

普 通 株 式 74 － － 74

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加25,616株は、役員向け譲渡制限付株式報酬としての
新株式の発行による増加25,616株であります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

３．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

　2025年３月27日開催の第26回定時株主総会決議による配当に関する事項

　　・配当金の総額 　　　　　　　102百万円

　　・配当の原資　　　　　その他資本剰余金

　　・１株当たり配当額　　　　　　　　２円

　　・基準日　　　　　　　　2024年12月31日

　　・効力発生日　　　　　　2025年３月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

　2026年３月27日開催予定の第27回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

　　・配当金の総額　　　　　　　 153百万円

　　・配当の原資　　　　　その他利益剰余金

　　・１株当たり配当額　　　　　　　　３円

　　・基準日　　　　　　　　2025年12月31日

　　・効力発生日　　　　　　2026年３月30日

４．当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

① 投資有価証券 417 417 －
② 敷金・保証金 3,441 3,134 △307
資産計 3,858 3,551 △307
① 長期借入金
（一年内返済予定の長期借入金を含む）

8,771 8,715 △55

② 預り保証金 222 211 △10
負債計 8,993 8,927 △65

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

関係会社株式 160

金融商品に関する注記

　１．金融商品の状況に関する事項

　　(1)　金融商品に対する取組方針
　　　　当社グループは、資金運用については、預金等の安全性の高い金融資産に限定し、また、資金

調達については、主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリバティブは借入
金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

　　(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　　　　金融資産の主なものには、現金及び預金、売掛金、預け金、信託受益権、投資有価証券、敷

金・保証金があります。現金及び預金については、主に普通預金及び当座預金であり、預入先の
信用リスクに晒されておりますが、預入先は信用度の高い銀行であります。預け金、売掛金につ
いては、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、適切な債権管理を実
施する体制としております。信託受益権については、市場価格の変動リスクに晒されております
が、期間が短く、格付の高いもののみを対象としております。また、定期的に発行体の財務状況
等を把握し管理しております。投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されており
ますが、主に業務上の関係を有する企業の株式がほとんどであり、当該リスクに関しては定期的
に時価や発行体の財務状況等を把握する体制としております。敷金・保証金は、主に店舗の賃貸
借契約による差入預託保証金であり、相手先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに
関しては、適切な債権管理を実施する体制としております。

　　　　金融負債の主なものには、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、借入金がありま
す。買掛金、未払金については、ほとんどが２ヵ月以内の支払い期日であります。借入金の使途
は設備投資であります。

　　　　デリバティブは借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワ
ップ取引であります。

　　　　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法
等については、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４．会計
方針に関する事項　(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

　　　　執行・管理については、信用リスクを回避するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行
っております。

　２．金融商品の時価等に関する事項

2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。また、現金及び預金は注記を省略しており、売掛金、預け金、信託受益権、買掛

金、短期借入金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似することから、注記を省略しております。

（注）市場価格のない株式等

上記については「①投資有価証券」には含まれておりません。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券 417 － － 417

資産計 417 － － 417

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金・保証金 － 3,134 － 3,134

資産計 － 3,134 － 3,134
長期借入金 － 8,715 － 8,715
預り保証金 － 211 － 211

負債計 － 8,927 － 8,927

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 3,570 1,745 1,730 1,349 375 －

合計 3,570 1,745 1,730 1,349 375 －

　３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ
のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算
定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれに属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい
るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

敷金・保証金
敷金及び保証金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フロ
ーを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、
レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む）の時価は、元利金の合計額を同様の
新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レ
ベル２の時価に分類しております。

預り保証金
預り保証金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定
しており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

直営事業 ＦＣ事業
連結計算書類

計上額

売上高

まいどおおきに食堂 5,160 － 5,160

神楽食堂　串家物語 7,612 － 7,612

麺乃庄　つるまる 1,694 － 1,694

さち福や 3,354 － 3,354

天麩羅　えびのや 2,108 － 2,108

その他 10,411 － 10,411

ＦＣ加盟金売上 － 173 173

ＦＣロイヤリティ売上 － 761 761

ＦＣイニシャル売上 － 107 107

ＦＣランニング売上 － 548 548

顧客との契約から生じる収益 30,341 1,590 31,932

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 30,341 1,590 31,932

１株当たり純資産額 169円30銭

１株当たり当期純利益 １円76銭

賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成
のための基本となる重要な事項に関する注記等　４．会計方針に関する事項　(4)　収益及
び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

　当社及び連結子会社の契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発
生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に
充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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（2025年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 9,133 流 動 負 債 4,692

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

未 収 入 金

信 託 受 益 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

4,739

13

28

2,259

2,700

84

△691

14,163

6,383

5,186

26

344

719

64

41

56

34

11

10

7,723

417

2,975

14

30

36

3,314

1,105

△170
　

短 期 借 入 金 300

一年内返済予定の長期借入金 3,564

リ ー ス 債 務 23

未 払 金 169

未 払 費 用 17

未 払 法 人 税 等 26

未 払 消 費 税 等 9

預 り 金 57

資 産 除 去 債 務 21

株 主 優 待 引 当 金 500

そ の 他 2

固 定 負 債 7,080

長 期 借 入 金 5,178

リ ー ス 債 務 50

預 り 保 証 金 222

資 産 除 去 債 務 989

繰 延 税 金 負 債 127

債務保証損失引当金 511

負 債 合 計 11,773

純 資 産 の 部

株 主 資 本 11,416

資 本 金 5,971

資 本 剰 余 金 5,148

資 本 準 備 金 4,159

そ の 他 資 本 剰 余 金 988

利 益 剰 余 金 297

そ の 他 利 益 剰 余 金 297

繰 越 利 益 剰 余 金 297

自 己 株 式 △0

評 価 ・ 換 算 差 額 等 106

その他有価証券評価差額金 106

純 資 産 合 計 11,523

資 産 合 計 23,296 負 債 ・ 純 資 産 合 計 23,296

貸　借　対　照　表

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 入

関 係 会 社 受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ 1,487

関 係 会 社 不 動 産 賃 貸 料 828 2,315

営 業 総 利 益 2,315

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,515

営 業 損 失 199

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9

受 取 配 当 金 515

有 価 証 券 利 息 2

為 替 差 益 0

そ の 他 34 563

営 業 外 費 用

支 払 利 息 183

支 払 手 数 料 8

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 29

そ の 他 20 242

経 常 利 益 121

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2

固 定 資 産 受 贈 益 26

投 資 有 価 証 券 売 却 益 35

受 取 立 退 料 47

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 435 547

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 33

減 損 損 失 327

そ の 他 7 369

税 引 前 当 期 純 利 益 300

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7

法 人 税 等 調 整 額 △4 3

当 期 純 利 益 297

損　益　計　算　書

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主 資
本 合 計資 本

準 備 金

その他
資本

剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利 益 剰 余
金 合 計別 途

積 立 金

繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 5,956 5,836 823 6,659 18 184 △1,627 △1,424 △0 11,191

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 15 15 － 15 － － － － － 30

剰余金（その他
資 本 剰 余 金 ）
の 配 当

－ － △102 △102 － － － － － △102

資 本 準 備 金 の 取 崩 － △1,692 1,692 － － － － － － －

利 益 準 備 金 の 取 崩 － － － － △18 － 18 － － －

欠 損 填 補 － － △1,424 △1,424 － △184 1,609 1,424 － －

当 期 純 利 益 － － － － － － 297 297 － 297

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 15 △1,677 165 △1,511 △18 △184 1,924 1,721 － 225

当 期 末 残 高 5,971 4,159 988 5,148 － － 297 297 △0 11,416

評価・換算差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 27 27 11,219

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 － － 30

剰余金（その他
資 本 剰 余 金 ）
の 配 当

－ － △102

資 本 準 備 金 の 取 崩 － － －

利 益 準 備 金 の 取 崩 － － －

欠 損 填 補 － － －

当 期 純 利 益 － － 297

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

78 78 78

当 期 変 動 額 合 計 78 78 304

当 期 末 残 高 106 106 11,523

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式　 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・市場価格のない株式等

以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　　２～50年

　　構築物　　　　５～40年

　　機械装置　　　　　９年

　　車両運搬具　　３～６年

　　工具器具備品　２～20年

(2）無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(2）株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生する

と見込まれる額を合理的に見積り計上しておりま

す。

(3）債務保証損失引当金 関係会社への債務保証にかかる損失に備えるた

め、被保証先の財政状態等を勘案して、損失見込

額を計上しております。

－ 45 －



４．収益及び費用の計上基準

　当社の収益は、主に子会社からの経営指導料、ロイヤリティ収入及び設備賃貸料となり

ます。これらの収益は子会社に対する経営指導及び商標等の使用許諾を履行義務として識

別しており、それぞれ役務提供時点及び商標使用による子会社の収益計上によって充足さ

れると判断し、当該時点で収益を認識しております。

５．重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入利息

③ ヘッジ方針 借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的

にのみ取引を限定する方針であります。

④ ヘッジの有効性評価の方法 当社の行っている金利スワップ取引は、その全てが

特例処理の要件を満たしているため、その判定をも

ってヘッジ有効性評価の判定に代えております。

６．のれんの償却に関する事項

のれんの償却方法及び償却期間 その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却

しております。

会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業

年度以降の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

株式会社グレートイースタンに係る関係会社株式の評価

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　2,751百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　株式会社グレートイースタンの株式は、超過収益力を反映した価額で取得しておりま

す。

　当社は株式会社グレートイースタンの株式について、市場価格のない株式等に該当す

るため超過収益力が減少し株式の実質価額が取得原価に比べて著しく低下した場合には

減損処理を行う方針としております。当該株式について、事業計画等により超過収益力

は減少していないと判断し、超過収益力を反映させた実質価額が取得原価に比べて著し

く低下していないため、減損処理を行っておりません。

　当該事業計画における主要な仮定の内容については、「連結計算書類　連結注記表　

会計上の見積りに関する注記　２．株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価　

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項」に記載した内容と

同一であります。

　これらの見積りにおいて用いた仮定が経営環境の変化等により見直しが必要となった

場合には、翌事業年度において、関係会社株式評価損を計上する可能性があります。

－ 46 －



敷金・保証金 40百万円

合　計 40百万円

株式会社フジオファーム ３百万円

株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー 190百万円

合　計 193百万円

短期金銭債権 2,282百万円

短期金銭債務 301百万円

長期金銭債権 104百万円

貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

　担保債務はありませんが、担保に供している資産は以下の通りです。

２．保証債務

　金融機関の借入の保証

３．有形固定資産の減価償却累計額　　15,087百万円

上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４．関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを含む）

５．財務制限条項

　当社は、2024年９月25日付で株式会社りそな銀行をアレンジャーとする、既存取引

行６行によるタームローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限

条項が付されております。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を

前年同期比75％以上に維持する。

(2) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常利益が２期連続

して損失とならないようにする。

上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。
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営業収入 2,315百万円

営業取引外の取引による取引高 501百万円

当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 74 － － 74

繰延税金資産

　貸倒損失 32百万円

　土地評価減 3百万円

　関係会社株式評価減 326百万円

　減損損失 85百万円

　貸倒引当金 278百万円

　株主優待引当金 157百万円

　債務保証損失引当金 163百万円

　資産除去債務 318百万円

　繰越欠損金 1,325百万円

　その他 15百万円

　 繰延税金資産小計

　 評価性引当額

2,705百万円

△2,705百万円

　 繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債

 　資産除去債務に対応する除去費用 △81百万円

 　その他有価証券評価差額金 △46百万円

　 繰延税金負債合計 △127百万円

 繰延税金資産の純額 △127百万円

損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

　　営業取引による取引高（区分表示したものを含む）

株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種
類

会社等
の名称

所
在
地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決
権等

の所有
(被所有)

割合

関連当事者

と の 関 係

取引の
内 容

取 引
金 額
(百万円)

科目
期末
残高

(百万円)

子

会

社

㈱フジオ
フ ー ド
システム

大阪
市北
区

10
直営店舗

経 営

直接

100.0％

役員の兼任

店 舗 賃 貸

受 取 ロ イ

ヤ リ テ ィ

(注）１

1,471

未 収

入 金
2,163

不 動 産

賃 貸 料

(注）２

828

子

会

社

㈱グレー
ト イ ー
ス タ ン

沖縄
県沖
縄市
山内

10
直営店舗

経 営

直接

100.0％

役員の兼任

資金の借入

資 金 の

借 入

(注）３

300

短 期

借 入

金

300

配 当 金

の 受 取
500

受 取

配 当

金

500

関

連

会

社

㈱ 博 多
ふくいち

福岡

県糟

屋郡

新宮

町

10
鮮魚、海産

物 の 販 売

直接

40.0％

役員の兼任

商品の仕入

債 務

保 証

(注）４

492

債 務

保 証

損 失

引 当

金

492

関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２．子会社等

（注）１．受取ロイヤリティにつきましては、経営戦略の策定、経営数値の管理、間接業務の提

供などの経営指導料の対価であり、契約等に基づき毎期交渉の上、決定しておりま

す。

２．不動産賃貸料につきましては、店舗設備使用料に対する対価であり、契約等に基づき

毎期交渉の上、決定しております。

３．資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。

４．債務保証につきましては、当該会社の銀行借入に対して保証したものであります。
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１株当たり純資産額 224円77銭

１株当たり当期純利益 ５円80銭

収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

2026年２月20日

株式会社フジオフードグループ本社
 取 　 締 　 役 　 会 　 御 中

ふ じ み 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 淡路　洋平

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久留島　光博

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フジオフードグループ本社の

2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社フジオフードグループ本社及び連結子会社からなる企業集団の当該

連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結

子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要

な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重

要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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　独立監査人の監査報告書

2026年２月20日

株式会社フジオフードグループ本社

 取 　 締 　 役 　 会 　 御 中

ふ じ み 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 淡路　洋平

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久留島　光博

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フジオフードグループ

本社の2025年１月１日から2025年12月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書

類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な

誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第27期事業年度における取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書

を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集　

及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし

た。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びふじみ監査法人から

当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査

に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明

細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ふじみ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人ふじみ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2026年２月24日

 株式会社フジオフードグループ本社　監査役会

 常勤監査役（社外監査役）　原　　光博

 社外監査役　　　　　　　　髙島　英也

 社外監査役　　　　　　　　加藤　善孝
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　期末配当に関する事項

　　第27期の期末配当につきましては、更なる成長に向けた将来的な投

　資のための内部留保の充実並びに今後の事業展開等を勘案し、以下の

　とおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円

配当総額は153,802,389円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月30日
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現行定款 変更案

第１８条（取締役の員数）

　当会社の取締役は、１０名以内とす

る。

第１８条（取締役の員数）

　当会社の取締役は、１２名以内とす

る。

第２号議案　定款一部変更の件

　１．変更の理由

　経営体制の強化のため、現行定款第１８条に定める取締役の員数

の上限を１０名から１２名に変更するものであります。

　２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
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候補者

番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
藤 尾 政 弘

(1955年３月３日生)

1979年12月　藤尾実業を創業

1986年６月　株式会社フジセイ・コーポレーション

設立　同社代表取締役

1999年11月　当社代表取締役社長（現任）

3,100,128株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社フジオフードシステム代表取締役社長

株式会社グレートイースタン代表取締役会長

有限会社暮布土屋代表取締役会長

上海藤尾餐飲管理有限公司董事長

一般社団法人　大阪外食産業協会相談役

一般社団法人　食博覧会協会理事

一般社団法人　関西経済同友会幹事

一般社団法人　日本フードサービス協会理事

公益財団法人　近畿警察官友の会理事

第３号議案　取締役11名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）は任期満了となります。

　つきましては、経営体制強化のため２名増員いたしたく、第２号議案「定

款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役11

名（うち社外取締役４名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

２
藤 尾 英 雄

(1980年６月12日生)

2003年11月　当社入社

2007年６月　当社財務経理部課長兼経営企画部課長

2009年１月　当社直営事業本部営業推進室長

兼システム企画室長

2009年７月　当社執行役員　商品管理本部長

2010年３月　当社取締役　商品管理本部長

2011年６月　当社取締役　商品管理本部長

兼人事総務本部長兼人事部長

2012年２月　株式会社ホノルルコーヒージャパン

（現株式会社フジオフードシステム）

代表取締役社長

2012年６月　当社取締役　営業本部長

2014年１月　当社取締役

2014年３月　上海藤尾餐飲管理有限公司董事（現任）

2016年５月　当社取締役　営業企画本部副本部長

2017年６月　当社取締役　営業企画本部長

2018年６月　当社取締役　商品企画本部長

2020年７月　当社執行役員　グループ商品購買担当

2020年７月　株式会社フジオフードシステム　取締役

副社長執行役員　商品企画本部長

2022年７月　株式会社フジオフードシステム

取締役副社長執行役員（現任）

2022年12月　株式会社グレートイースタン取締役（現任）

2023年３月　当社取締役副社長
2024年３月　当社取締役副社長　経営企画部長
2025年７月　当社取締役副社長　経営企画部管掌（現任）

197,925株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社フジオフードシステム　取締役副社長執行役員

株式会社グレートイースタン　取締役

上海藤尾餐飲管理有限公司董事
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

３
仁 田 英 策

(1959年10月26日生)

1982年４月　田辺製薬株式会社
　　　　　　（現田辺ファーマ株式会社）入社
2009年５月　ステラケミファ株式会社入社
2009年６月　同社取締役常務執行役員　管理本部長
2010年８月　第一稀元素化学工業株式会社入社
2010年12月　同社財務部長
2014年４月　当社入社
2014年７月　当社執行役員　経営管理本部副本部長
　　　　　　兼財務経理部長
2015年９月　株式会社フジオファーム取締役（現任）
2016年３月　当社取締役　経営管理本部副本部長
　　　　　　兼財務経理部長
2018年６月　当社取締役　管理本部長
2019年６月　当社取締役　アグリ事業部長
2020年７月　当社執行役員　財務経理部長
　　　　　　株式会社フジオフードシステム
　　　　　　取締役執行役員（現任）
2024年３月　当社取締役　財務経理本部長（現任）
2024年８月　株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー取締役（現任）

7,587株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社フジオフードシステム　取締役執行役員
株式会社フジオファーム　取締役

株式会社ＴＯＴＴＯＲＩ星乃丘ワイナリー　取締役

４
新 井 　 誠

(1981年２月22日生)

2009年３月　当社入社
2009年７月　当社つるまるかっぱ横丁店　店長
2013年９月　当社つるまる営業部　部長
2016年４月　当社執行役員　営業本部副本部長
　　　　　　兼西日本営業本部長
2018年６月　当社執行役員　開発本部　副本部長
2021年２月　当社執行役員　東日本営業・開発担当
　　　　　　株式会社フジオフードシステム取締役　

開発本部　副本部長
2021年10月　当社執行役員グループ開発管掌
　　　　　　株式会社フジオフードシステム
　　　　　　取締役執行役員（現任）
2023年12月　上海藤尾餐飲管理有限公司董事（現任）
2023年12月　株式会社グレートイースタン　取締役（現任）
2024年２月　有限会社暮布土屋　代表取締役（現任）
2024年３月　当社取締役　グループ開発管掌（現任）

3,058株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社フジオフードシステム　取締役執行役員
株式会社グレートイースタン　取締役
有限会社暮布土屋　代表取締役
上海藤尾餐飲管理有限公司董事
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

５
※ 田 中 　 公 博

（1970年７月10日生）

1995年４月　東拓工業株式会社
　　　　　　（現ナガセル-タック株式会社）入社

2005年１月　山田ビジネスコンサルティング株式会社　

（現山田コンサルティンググループ株式会社）入社

2008年４月　株式会社サンマルクホールディングス　
入社

　　　　　　同社社長室長
2010年６月　株式会社サンマルクカフェ　常務取締役
2011年４月　株式会社トリドールホールディングス　

入社
2011年７月　同社営業本部長
2012年６月　同社取締役営業本部長
2016年４月　同社常務取締役第2営業本部長
2018年12月　同社常務取締役海外事業本部長
2020年１月　同社常務取締役海外事業本部長

兼国内事業本部長
2020年２月　同社常務取締役ＣＯＯ国内事業本部長
2022年７月　株式会社サンマルクホールディングス　

入社
　　　　　　同社執行役員
2024年４月　株式会社アトム　入社
　　　　　　同社執行役員副社長
2024年６月　同社代表取締役社長
2025年７月　当社入社
　　　　　　当社執行役員経営企画部長（現任）

－株

６
※ 岸 上 　 裕 一

（1971年１月28日生）

2006年１月　当社入社

2012年４月　当社かっぽうぎ営業部長

2017年４月　当社カフェ事業部長

2019年４月　当社沖縄エリア担当

2020年２月　株式会社グレートイースタン取締役

2020年７月　株式会社フジオフードシステム

　　　　　　執行役員沖縄支社長

2021年２月　当社執行役員沖縄エリア担当

2022年４月　株式会社グレートイースタン

　　　　　　代表取締役（現任）

1,116株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社グレートイースタン　代表取締役
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

７
九 鬼 　 祐 一 郎

(1964年２月20日生)

1987年４月　山一證券株式会社入社
1998年２月　日興証券株式会社
　　　　　　（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
2000年10月　松井証券株式会社入社
2004年６月　同社専務取締役
2006年６月　株式会社アーク入社
2010年６月　同社取締役副社長
2011年11月　当社入社
2012年２月　当社執行役員　経営企画部長

兼東京支社長
2013年３月　当社取締役　経営企画部長

兼東京支社長
2013年12月　当社取締役　経営管理本部長

兼経営企画部長
2018年６月　当社取締役　企画本部長

兼経営企画部長
2019年６月　当社取締役　経営企画本部長

兼経営企画部長
2020年７月　当社取締役副社長執行役員

兼経営企画本部長
2023年12月　株式会社グレートイースタン取締役
2024年３月　当社取締役（現任）
2024年６月　株式会社キムラタン代表取締役（現任）

10,264株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社キムラタン　代表取締役

８
伊 東 康 孝

(1949年９月26日生)

1972年４月　株式会社ことぶき食品

（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社

1986年６月　株式会社すかいらーく　営業本部長

1989年５月　同社取締役　人事本部長

1991年６月　同社常務取締役　商品本部長

1993年２月　株式会社バーミヤン

　代表取締役社長

2001年１月　株式会社すかいらーく

　代表取締役社長

2006年１月　同社代表取締役副会長

2014年３月　当社社外取締役（現任）

－株
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

９
百 瀬 裕 規

(1961年９月15日生)

1985年４月　野村證券株式会社入社

2008年４月　同社執行役　大阪支店長

2008年10月　同社執行役員　大阪支店長

2010年４月　同社執行役員　企業金融担当

2013年４月　同社常務　大阪駐在兼大阪支店長

2016年４月　同社専務　大阪駐在兼大阪支店長

2017年４月　同社専務　大阪駐在

2019年４月　同社　顧問

2019年６月　株式会社野村総合研究所　取締役副会長

2022年３月　当社社外取締役（現任）

2022年５月株式会社スタジオアリス取締役（現任）

1,000株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社スタジオアリス　取締役

ベインキャピタル・ジャパン・LLC　会長

10
越 知 覚 子

(1977年３月11日生)

2005年11月　弁護士登録（58期）

勤務弁護士として執務

2007年３月　財務省近畿財務局勤務（任期付職員）

理財部審査業務課　金融証券検査官

2009年11月　公正取引委員会勤務（任期付職員）

　審査局審査専門官（主査）

2013年４月　弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所　弁護士

2019年３月　公認不正検査士　登録

2022年３月　当社社外取締役（現任）

2024年１月　弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所

　　　　　　パートナー弁護士（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士

株式会社ドウシシャ　取締役

五條メディカル株式会社　取締役
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

11
小 郷 　 三 朗

(1954年８月27日生)

1977年４月　サントリー株式会社

　　　　　　（現サントリーグローバルスピリッツ株式会社）入社

2006年３月　同社　取締役　ＳＣＭ本部長

2011年１月　サントリーホールディングス株式会社

　　　　　　常務取締役

　　　　　　サントリー食品インターナショナル株式会社

　　　　　　専務取締役　食品事業部長

2016年４月　サントリー食品インターナショナル株式会社

　　　　　　代表取締役社長

2019年４月　同社　代表取締役会長

2021年４月　同社　顧問

2024年３月　当社社外取締役（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕

一般社団法人ＡＣＣ　理事長

－ 65 －



（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。
３．藤尾英雄氏は、当社代表取締役社長藤尾政弘氏の長男であります。
４．九鬼祐一郎氏は、非常勤取締役候補者であります。
５．伊東康孝氏、百瀬裕規氏、越知覚子氏および小郷三朗氏は、会社法施行規則第２条第

３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
６．伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業につい

て専門的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したた
め引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

７．伊東康孝氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となりま
す。

８．百瀬裕規氏は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、当社の成長戦略に
有益な助言等いただくことを期待したため引き続き社外取締役として選任をお願いす
るものであります。

９．百瀬裕規氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となりま
す。

10．越知覚子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はあり
ませんが、弁護士としての幅広い知見を有しており、財務省等において培われた豊富
な知識や経験を当社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため引き続き社外
取締役として選任をお願いするものであります。

11．越知覚子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となりま
す。

12．小郷三朗氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場
から経営全般に適切な助言等いただくことを期待したため引き続き社外取締役として
選任をお願いするものであります。

13．小郷三朗氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となりま
す。

14．当社は伊東康孝氏、百瀬裕規氏、越知覚子氏および小郷三朗氏を株式会社東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、４
氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

15．当社は、伊東康孝氏、百瀬裕規氏、越知覚子氏および小郷三朗氏との間で会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が
定める最低責任限度額としており、伊東康孝氏、百瀬裕規氏、越知覚子氏および小郷
三朗氏の再任が承認された場合は、４氏との当該契約を継続する予定であります。

16．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社および当社子会社
の取締役、監査役、執行役員および幹部職従業員が、その業務につき行った行為に起
因して損害賠償請求を受けることにより被る損害を当該保険契約により填補すること
としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保
険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定
しております。
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氏名 社外
企業経営・

経営戦略

営業・

マーケティング

会計・

財務

法務・

ガバナンス

人事・

労務

ＥＳＧ・

社会貢献

藤尾　政弘 〇 〇 〇 〇

藤尾　英雄 〇 〇 〇 〇

仁田　英策 〇 〇 〇 〇

新井　誠 〇 〇 〇

田中　公博 〇 〇 〇

岸上　裕一 〇 〇 〇

九鬼　祐一郎 〇 〇 〇 〇

伊東　康孝 ● 〇 〇

百瀬　裕規 ● 〇 〇 〇 〇

越知　覚子 ● 〇 〇 〇

小郷　三朗 ● 〇 〇

（ご参考）取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

　本総会で議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の専門性と経験は、次のとおりであり

ます。

※本表は、各取締役候補者が有するすべての専門性と経験を表すものではありません。
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
※ 厨 子 　 裕 介

(1962年５月５日生)

1988年６月　株式会社フジセイ・コーポレーション

　（現フジオフードグループ本社）入社

　　　　　　同社営業部長

2001年12月　同社取締役　営業本部長

2005年１月　当社営業本部長

2005年３月　当社取締役　営業本部長

2011年４月　当社取締役　東京支社長

2012年２月　当社取締役　経営管理本部長

2013年12月　当社取締役　営業本部長

2015年８月　当社取締役　独立パートナー推進部長

2016年３月　当社常勤監査役

2020年７月　当社執行役員　地域営業担当

　　　　　　株式会社フジオフードシステム　取締役　

営業副本部長

2021年４月　同社取締役　店舗企画部長

2023年８月　同社取締役　店舗デザイン部長（現任）

8,764株

第４号議案　監査役２名選任の件

　監査役原光博氏および髙島英也氏は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。

　つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

２
原 　 光 博
(1948年５月30日生)

1971年４月　株式会社池田銀行

　　　　　　（現株式会社池田泉州銀行）入行

1989年９月　同行 宝塚支店長

1992年４月　同行 服部支店長

1994年４月　同行 淡路支店長

1995年10月　同行 ＣＳ推進部長

1996年２月　同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長

1997年４月　同行 理事 梅田スカイロビー支店長兼

梅田支店長

1999年６月　同行 執行役員 情報開発部長

2000年５月　同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長

2000年６月　同行 取締役 ＣＳ本部地域担当

2001年６月　同行 取締役 ＣＳ本部副本部長兼

地域担当

2003年３月　城南不動産株式会社

（現エスアイライフサポート株式会社）

代表取締役社長

2012年５月　同社 会長

2013年５月　能勢観光開発株式会社 代表取締役社長

2015年12月　ソリオ宝塚都市開発株式会社 常勤監査役

2018年３月　当社常勤社外監査役（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社フジオフードシステム　監査役

株式会社グレートイースタン　監査役

有限会社暮布土屋　監査役
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（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．両候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。

３．原光博氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者でありま

す。

４．原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から当社の経営の監

督、助言等いただくことを期待したため引き続き社外監査役として選任をお願いする

ものであります。

５．原光博氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となりま

す。

６．当社は原光博氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、同法第425条第１項が定める最低責任限度額としており、原光博氏の再

任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

７．当社は原光博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立

役員として指定する予定であります。

８．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社および当社子会社

の取締役、監査役、執行役員及び幹部職従業員が、その業務につき行った行為に起因

して損害賠償請求を受けることにより被る損害を当該保険契約により填補することと

しております。両候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険

者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し

ております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　　大阪市北区中之島５丁目３番51号
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）３階
ＴＥＬ．０６-４８０３-５５５５

N

ＪＲ大阪環状線

至
天
王
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ＪＲ東西線
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２番出口
大阪国際会議場
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満
橋
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田
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京
橋
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筋

玉
江
橋

【交通のご案内】
・京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」２番出口すぐ
・ＪＲ大阪環状線「福島駅」より徒歩約15分・ＪＲ東西線「新福島駅」３番出口より徒歩約10分
・阪神本線「福島駅」３番出口より徒歩約10分
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